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Ⅰ.大規模修繕工事の事前準備とは
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１．区分所有者による共通認識の確保

※マンションに住まいする区分所有者からの意見を集約

※大規模修繕工事と部分修繕工事の違いの認識を把握

※外壁を含む共用部における修繕工事の必要性の認識

※理事会審議やアンケート調査を通じて実施時期検証が必要

※通常総会において事前に具体的な実施時期の提案が必要
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２．アフターサービス期間中の工事項目検証

※屋上防水等に対するアフターサービス期間を確認

※外壁等からの漏水に対するアフターサービス期間を確認

※共用部やエキスパンション等の変形に伴う原因を検証

※共用部2年アフター点検からの補修継続案件の検証

※その他、アフターサービス期間対象項目の検証
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３．竣工後からの工事履歴の確認

※屋上(ルーフバルコニー含）防水改修工事実施時期の把握

※共用部の部分改修工事実施時期の把握

※機械式駐車場やエレベーター等の部品交換時期の把握

※ブースターポンプ等の設備機器交換時期の把握

※竣工図書や各修繕補修図書からの工事履歴確認
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４．区分所有者のバリューアップ工事要望把握

※エントランスに車椅子対応のスロープ設置

※エレベーターに車椅子対応仕様の変更

※共用部階段・廊下に壁手摺設置

※1階共用トイレの仕様（洗浄便座等）の設置

※給水方式の直圧（増圧ポンプ利用等）への変更
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５．一級建築士による建物点検業務の励行

※共用部分における1年に1回程度の点検業務実施検証

※大規模修繕工事実施に繋がる工事項目の早期把握が可能

※大規模修繕工事と部分修繕改修工事の選別が可能

※建物点検報告書の有効活用に伴い劣化診断業務への継承

※施工会社や管理会社に対する忖度関係のない建築士に要請
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６．大規模修繕工事実施時期及び
修繕工事支出可能金額の把握

※各修繕履歴による修繕項目を検証し修繕時期等の検証

※共用部火災保険料等を考慮した修繕工事で支出可能な金額の把握

※住宅金融支援機構すまい・る債利用の場合による貯蓄金額等の把握

※一般会計から特別会計(修繕積立金会計）への繰入れ額の検討



Ⅱ.大規模修繕工事の進め方について
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１．修繕委員会等の設立

２．大規模修繕工事に伴う劣化診断実施

３．大規模修繕工事の施工範囲選定及び修繕施工
仕様書の作成

４．大規模修繕工事の施工監理方式選択

５．大規模修繕工事施工会社（数社）への見積依頼

６．大規模修繕工事施工会社の選択（総会承認）

大規模修繕工事の進め方について
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１．修繕委員会の設立

※区分所有者の中で、建築施工のお仕事に関係した方が
おられた場合には、修繕委員に就任依頼を行う。

※修繕委員の募集を行っても該当者がいない場合には、
第三者（マンション管理士・一級建築士等）に協力を依頼し、
理事会と併用で委員会を組織する。

※修繕委員又は理事メンバーを特定して、大規模修繕工事が完了
するまでの期間、修繕委員を務めて頂くことを要請する。



修繕委員会の工程管理実施の進め方
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1.工事計画立案 3.工事計画具体化2.工事計画イメージ

診断結果により今後の流れを決
めます。

①工事範囲

②工事時期

③修繕積立金の確認

計画に基づき、工事詳細を作成
します。

①工事範囲の決定

②工事仕様の決定

③工事日程の決定

工事内容を検討し、おおまかに取り決
めます。

①長期修繕計画に基づく計画立案

②発注方式の検討

③建物調査、診断

4.着工準備

①施工業者決定

②ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

③工事説明会

5.工事

①着工

②検査

③竣工

④引渡し

6.アフターサービス

①各工事項目の保証期間毎の点検

②手直し工事・検収

③書類管理

仕様書

予算書



調査・診断の目的

①経年に伴う劣化の状況を全般的に把握し、大規模修繕工事の
実施が必要か否かの判断を行う。

②修繕の必要な場合、その原因を調査し、どのように修繕する方法
が良いのか、また改良・改善が必要か、機能上の不具合は無い
か等の検討段階の参考資料とする。
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２．大規模修繕工事に伴う劣化診断実施



③建物・設備の劣化状況などを把握するために調査・診断を行います。

劣化の調査・診断のレベルは、一般的に次表のように分類されています。
１次診断（簡易診断）は、建物の劣化の状況を大まかに把握し、２次・３次
診断（詳細診断）は、劣化の要因を特定し、修繕工事の要否や内容等の
判断を行う目的で行います。
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具体的な診断方法

①外観目視法

②部分打診法 （テストハンマー等による打診）

③触診法 （チョーキング等）

④コンクリート中性化試験（サンプル体検出による。）

⑤塗膜付着強度試験（サンプル体検出による。）

➅シーリング劣化試験（サンプル体検出による。）
16
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中性化深さ測定試験

測定機器 コアドリル（φ３５ｍｍ） ノギス 指示薬 １％希釈フェノールフタレインエタ
ノール溶液（ＪＩＳ－Ｋ ８００６）
［目的］ 鉄筋コンクリート建造物は、コンクリート自身に含まれるアルカリ性成分が内
部の 鉄筋を腐食（酸化）から保護することによってその強度を保っています。しかし、
コ ンクリートが経年による劣化や外的要因によって徐々に酸化（中性化）されて行くと、
コンクリート自身を脆くするだけでなく内部鉄筋の腐食を引き起こし構造物全体の強 度
を著しく低下させ、また躯体のひび割れや剥落、鉄筋の露出などの原因となります。 こ
のコンクリート中性化の進行度を数値により明確に把握することで、これを改修 時期の
一つの目安とすることができます。 ［方法］ ①測定箇所を決定する。（目視・触診及び
打診で塗膜の正常な位置に設定する） ②測定箇所をコアドリル（φ３５ｍｍ）を用い掘
削し、その際に発生したホコリなど を完全に除去する。 ③試薬液を採取したコア、もし
くは測定箇所に霧吹きなどで噴霧する。 ④試薬液は、アルカリ性成分に反応しピンク色
に変化するため、変色していない範囲 （アルカリ性成分ではない範囲→中性化している
範囲）をノギスで測定する。 ⑤測定箇所の掘削部を補修する。 ⑥理論中性化深度を算出
し、中性化深さの判定を行う。
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塗膜付着強度測定試験

測定機器 建研式引っ張り試験機 アタッチメント（４×４ｃ㎡･スチール製） ２液型速
乾性エポキシ樹脂接着剤
［目的］ 外壁を改修する場合、重要な確認事項のひとつとして“既存塗膜の付着強度
の確認” があります。通常、付着強度が弱い旧塗膜の上に塗装した場合、その“収縮応
力（塗 膜形成時に発生する縮む力）”により新たに形成された塗膜が旧塗膜を浮かせ、
又剥離 させてしまいます。そのような事故を未然に防ぐ為に、塗膜の付着強度を測定
するこ とが必要となります。 一般に塗替え時に必要とされる塗膜の付着強度は、最
低０．５Ｎ／m ㎡とされてい ます。従って、試験結果で得られた数値がその数値を
下回った場合、 “付着不良の塗膜 （死膜） ”と判断できます。 以上のような場合の処
置方法としては、塗装する前に適切な工具を用い“死膜を完 全に除去する”ことが必要
となります。 ［方法］ ①測定箇所を決定する。（目視・触診及び打診で塗膜の正常
な位置に設定する） ②測定箇所の表面に付着するゴミやホコリ、チョーキング層を除
去する。 ③アタッチメントに接着剤を塗布し測定箇所に貼付け、接着剤が硬化するま
でガムテ ープで固定する。 ④接着剤が硬化したら、アタッチメントに沿って切り込
みを入れる。 ⑤試験機器を用いて測定を行う。 ⑥測定箇所を補修する。
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☆引張試験工程写真
採取シーリング材を
カッターナイフで、厚
さ２～３mmにスライ
スする。

☆ スライスしたシー
リング材をJIS K 6251
に基づくダンベル３号
形で打ち抜き、中央部
に幅20mmの標線を引
き試験片とする。

☆ 試験片を引張試験
機にかけ、破断するま
で引張る。

シーリング検査

シーリング劣化の判定方法

防水機能調査及び意匠・外観
機能調査並びに物性について
劣化度の基準値が定められて
いる。

☆防水機能
・被着面からの剥離・破断
・破損・変形・軟化等

☆意匠・外観機能
・しわ・変退色・ひび割れ
・白亜化・浮き・変色

☆物性
・50%引張応力
・伸び



診断対象部位

①防水関係
☆防水材料の変化状況（表面の摩耗、変退色、硬化など）の目視・触診診断
☆各種防水層の亀裂、ふくれ及び破損の目視・触診診断（亀裂の大きさ、膨れの状態を把握）
☆同上の剥離、シール切れ押え金物の緩みなどの目視・触診診断
☆漏水箇所の目視診断

②外壁関係 （タイル面及び吹き付け面）
☆浮き，割れ、亀裂、鉄筋の錆汁、露出、欠損等の目視診断
☆仕上げ部、調整材の剥離、亀裂、浮き、汚染の目視診断・部分打診
☆塗装材の付着強度試験
☆コンクリート中性化試験

③鉄部関係
☆サビの発生、腐食状況の目視診断
☆塗装変退色・チョーキング状況の目視・触診診断
☆溶接部の健全状況の目視診断

④シーリング関係
☆シーリング材の硬化・ひび割れ・切れ・剥離状況の目視診断
☆シーリング材抜取による弾力性等の機能試験

⑤その他
☆バルコニー調査 （壁面・床面・天井面・手摺壁面）
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３．大規模修繕工事の施工範囲選定
及び修繕施工仕様書の作成

①．大規模修繕工事の基本施工範囲



②．大規模修繕工事の前提条件

※建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復
させること。

※バリューアップ工事で建物及び設備の性能を向上させること。

※計画期間において、法定点検及び経常的な補修工事を適切に
実施する。

※計画修繕工事の実施については、点検調査・診断を行い、その
結果に基づいて判断していくこと。
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４．大規模修繕工事の施工監理方式の選択
（設計監理方式・責任施工方式・CMRの選定施工）
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ＣＭ方式とは、発注者の補助者・代行者であるCMｒ（コンストラクションマネージャー）が、技術的な中立性を
保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、
工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部または一部を行うものです。

一般社団法人日本ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会の実施する試験に合格し、認定された者が、ＣＭｒとして登録さ
れます。 26
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設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口
の周知について （国土建労第１021号平成29年1月27日）

別紙１＜指摘されている事例＞
・ 最も安価な見積金額を提示したコンサルタントに業務を依頼したが、実際に調査診断・設計等を
行っていたのは同コンサルタントの職員ではなく、施工会社の社員であったことが発覚した。
コンサルタント（実際には施工会社の社員）の施工会社選定支援により同施工会社が内定していた
が、発覚が契約前だったため、契約は見送られた。
なお、同コンサルタントのパンフレットには技術者が多数所属していると書かれていたが、実質的

には技術者でない社長と事務員一人だけの会社であった。
・ 設計会社が、施工会社の候補５社のうち特定の１社の見積金額が低くなるよう、同社にだけ少な
い数量の工事内容を伝え、当該１社が施工会社として内定したが、契約前に当該事実が発覚した
ため、管理組合が同設計会社に説明を求めると、当該設計会社は業務の辞退を申し出た。
このため、別の設計事務所と契約し直したところ、辞退した設計会社の作成していた工事項目や

仕様書に多数の問題点が発覚し、全ての書類を作り直すこととなった。
・ 一部のコンサルタントが、自社にバックマージンを支払う施工会社が受注できるように不適切な工
作を行い、割高な工事費や、過剰な工事項目・仕様の設定等に基づく発注等を誘導するため、格
安のコンサルタント料金で受託し、結果として、管理組合に経済的な損失を及ぼす事態が発生して
いる。

32



33

５．大規模修繕工事施工会社(数社）への見積依頼

※公募又は、区分所有者からの推薦により、数社（5社～6社程度）
を選出する。

※各社に対する見積書提出説明会を開催
（劣化診断業者又は工事監理業者に協力を依頼する）

※修繕施工仕様書（数量明記）に単価等を入力する相見積を取得

※見積書提出先は、管理組合理事長宛とし、修繕委員会又は、
理事会で開封する
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６．大規模修繕工事施工会社の選択

※修繕委員会及び理事会にて3社程度に施工会社を選定する

※3社に対し日時の設定を行いプレゼンテーションを依頼する
（区分所有者への参加の呼び掛けを行う）

※修繕委員及び理事メンバー等の協議により、1社を選定する

※選出した理由を明記して通常総会の議案として承認を得る



Ⅲ．過去のマンション建設に伴う事故発生事例
について
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「アフターサービス基準適用」と「瑕疵担保期間」の確認と補修を実施

※アフターサービス基準適用
売主よりマンション購入者に対し、アフターサービス基準に準じて
1年から10年まで、または、10数年までの補修項目が記載されて
いるので、項目の確認を行い、該当項目があれば補修を依頼する。

※瑕疵担保期間の適用例
①2014年にパークシティＬａＬa横浜（竣工2007年12月）で発生した
基礎杭データ捏造 （解体後建替実施）

②2014年1月に竣工予定物件「ザ・パークハウスグラン南青山
高樹町」で梁貫通不正あと施工が発覚 （解体後建替実施）

③2015年免震ゴム（高減衰ゴム）偽装発覚
④2018年5月竣工から8年～12年経過しているマンションで赤外
線検査により、耐震スリットが適切に配置されていなかった事例発覚

⑤2018年ダンパーデータ捏造発覚 36



Ⅳ．大規模修繕工事のフローチャート
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大規模修繕工事のフローチャート

調査・診断
（計画 段階）

業者選定
（発注 段階）

工事
（アフター 段階）

※劣化診断（1次・2次・３次）
※着手前アンケート調査
※区分所有者の要望まとめ

※完了時アンケート調査
※完了セレモニー（懇親会）
開催
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※劣化診断に伴う数量を基に
各業者による単価入力を
実施し、施工業者選定を行う。



大規模修繕工事の調査・診断・計画段階
①
管
理
組
合
の
発
意

④
外
部
専
門
家
の
候
補
者
選
定

③
工
事
発
注
方
式
等
の
検
討

⑤
総
会
の
開
催(

通
常
又
は
臨
時
）
決
議

➅
業
務
委
託
契
約
の
締
結

⑦
区
分
所
有
者
等
へ
の
説
明
会
開
催

➇
区
分
所
有
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
実
施

➈
調
査
・劣
化
診
断
の
実
施

⑩
調
査
・劣
化
診
断
結
果
の
報
告

⑪
区
分
所
有
者
等
へ
の
報
告
会
開
催

⑫
修
繕
基
本
計
画
の
作
成
、
資
金
計
画

⑭
区
分
所
有
者
等
へ
の
説
明
会
開
催

⑮
工
事
の
時
期
・内
容
、
資
金
計
画
の
方
針
決
定

②修繕委員募集（一般公募・建築関係者・理事長経験者等複数人選出） ③工事発注方式等パートナーの選考検討④外部専
門家（建築士・マンション管理士等）選定 ⑧修繕工事の要望を把握し、調査・診断の日程方法を検討 ⑪劣化状態、修繕工事
の概要、時期、概算額等を報告 ⑭修繕基本計画の内容、資金計画 ⑮借入予定の場合、事前に融資期間と相談

⑬
見
積
仕
様
書
及
び
工
事
予
算
額
の
決
定

②
修
繕
委
員
会
の
創
設
（理
事
会
の
下
部
組
織
）

□：管理組合業務、□：修繕（専門）委員会業務、□：修繕委員会及び理事会合同業務、□：委託業者業務
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大規模修繕工事の修繕設計段階

⑯
修
繕
設
計
実
施

⑰
見
積
要
綱
書
の
作
成

⑱
見
積
業
者
の
募
集
・選
定

（一
次
選
考
）

⑲
入
札
説
明
会
・設
計
図
書
等
渡
し

⑳
見
積
書
の
内
容
検
討
（二
次
選
考
）

㉑
見
積
説
明
会
の
開
催
（公
開
説
明
会
）

㉒
工
事
請
負
業
者
の
内
定

（投
票
に
よ
り
内
定
）

㉓
総
会
の
開
催
・決
議

㉔
工
事
請
負
契
約
書
の
締
結

工
事
監
理
業
務
委
託
契
約
書
の
締
結

⑱会社内容・共同住宅改修実績・技術力等を考慮して5社程度を一次選考（書類選考） ⑳選考された見積
事業者から会社概要・工事方法及び内容・安全対策等をヒヤリングし、二次選考（書類審査） ㉒工事金額

施工状況・安全対策・生活環境保全対策等を考慮し、投票により内定 ㉔総会の決議を経て工事請負契約
書及び工事監理業務委託契約書の締結を行う。
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大規模修繕工事の施工段階

㉕
施
工
実
施
計
画
書
の
提
出

㉗
区
分
所
有
者
等
へ
の
説
明
会
の
開
催

㉘
近
隣
挨
拶

修
繕
工
事
着
工

㉖
建
物
色
彩
の
検
討
・決
定

㉙
工
事
監
理

検
査

（中
間
・竣
工
）

㉚
設
計
変
更

工
事
請
負
契
約
の
変
更

㉛
修
繕
工
事
の
完
了

完
了
検
査

工
事
費
の
清
算

㉜
区
分
所
有
者
等
へ
の
報
告
会
の
開
催

㉝
工
事
監
理
報
告
書
の
提
出

竣
工
図
書
・関
係
書
類
等
の
引
渡
保
管

㉞
長
期
修
繕
計
画
書
の
見
直
し

㉟
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

施
工
箇
所
の
点
検

㉗工事期間中の注意事項の説明と工事に関する質疑応答 ㉘挨拶は管理組合と施工業者 ㉙工事期間中
は、定期的に理事会及び修繕委員会を開催して諸問題を検討 ㉛施工業者の検査完了後、工事監理者、
管理組合で検査を実施 ㉜完工のセレモニー、懇親会等開催 ㉝工事項目に関する保証書の確認 ㉞工事
監理業務委託契約書に含めて契約 ㉟点検の時期、対応など書面で取り決め
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Ⅴ．大規模修繕工事の実例について
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近年免震建物の高層マンションが増えていることから、免震マンション
の仮設足場設置について、技術開発が求められている。

免震マンションの大規模修繕工事の施工の際には、通常であれば建物
外部に足場を設置するため、地震時に足場と建物が別の挙動となる可
能性が高く、これを解消する必要があるため、免震階上部にブラケット
足場を設け移動式昇降足場のマストを支持している例もあり、ますます
仮設足場の工事費用における割合が増加する傾向となっている。

通常、鋼製枠組足場は、高さ４５ｍ（15階程度）が限界であるが、強度
計算等により高さ６０ｍ（２０階程度）まで鋼製枠組足場で対応すること
もできるようになってきている。
しかし、高層マンションの場合は、鋼製枠組足場とゴンドラ又は移動式
昇降足場との併用が使用されている。
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免震建物による免震構造 (参考）
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現場事務所設置（例） 資材倉庫設置（例） 手洗い場設置（例）

共通仮設工事
・現場事務所及び作業員詰所、資材倉庫他設置します。

直接(足場)仮設工事

足場組立て作業風景 足場組立て完了例 1階廻り出入口落下防止養生の例

・建物外周に鋼製枠組足場を設置し、
飛散防止メッシュシートの張り付けを行います。

工事概要 Ｉ 仮設工事
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下地補修工事
・外壁コンクリート・モルタル面の不良部及び磁器タイル面の補修。

タイル貼替え補修施工例 タイル浮き補修施工例 鉄筋爆裂補修施工例

外壁目地施工例 サッシ廻り施工例

シーリング工事

・外壁目地、サッシ廻り等のシーリング（ゴム）の新規打ち
替え施工。

洗浄工事

・外壁全般（塗装面）の高圧水洗浄、タイル面（エントランス壁・床等）
の薬品洗浄。

高圧水洗浄 施工例

工事概要 Ⅱ

55

下地補修工事２

マーキング施工例

下地補修工事１
・外壁コンクリート・モルタル面の不良個所表示



外壁塗装セコウレイ 天井塗装施工例 MB扉施工例

玄関扉枠施工例 樋施工例

工事概要 Ⅲ

外壁等塗装工事 鉄部塗装工事

鉄部塗装工事

・外壁・廊下壁面及び、各所天井等の塗装面の塗替 ・PS扉、消火栓BOX、照明器具、パーテーション等の塗替

パーテーション施工例

・玄関扉枠、樋･配管等の塗り替え
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B ： 床面
クリーニング

工事概要 Ⅳ
ルーフバルコニー防水
・ルーフバルコニー床面をアスファルト防水工法にて防水。

バルコニー防水

バルコニー面台、側溝、巾木部にウレタン塗膜防水を施工。

既存床塩ビシート撤去：新規長尺塩ビシート＋ウレタン複合防水施工例

・改質アスファルト防水施工例 ・笠木部ウレタン塗膜防水施工例 バルコニー側溝部防水施工例

・共用廊下床面既存塩ビシートクリーニング。

共用廊下床防水 各所小庇等防水
・各所庇部へウレタン塗膜防水を施します。

ウレタン塗膜防水施工例
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その他の改修工事

・アルミ面格子一時撤去・復旧、クリーニング
・各所標示ステッカー貼替え
・各戸玄関扉交換及び気密ゴム交換
・各住戸室名札交換
・駐車場ライン引き
・バルコニー手摺ガラス破損部交換
・駐車場側溝蓋設置
・エントランス扉意匠改修他

【新規玄関扉参考写真】

・各所更新他工事。
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現場
代理
人

各工事のお知らせ

工事工程表 洗濯物干情報
1105 1104 1103 1102 1101

○ ○ △ × ×
1005 1004 1003 1002 1001

○ ○ △ × ×
905 904 903 902 901

○ ○ △ × ×
805 804 803 802 801

○ ○ △ × ×
705 704 703 702 701

○ ○ △ × ×
605 604 608 607 606

○ ○ △ × ×
505 504 503 502 501

○ ○ △ × ×
405 404 403 402 401

○ ○ △ × ×
305 304 303 302 301

○ ○ △ × ×
※変更する場合がありますので日々確認してください。

※毎週、水・土曜日に更新します。

※作業時間以外（午後５：００～午前８：００）は干せます。　　　　　×：干せません

洗濯物情報　

○月○日（△）～○月○日（□）まで

　　　　　○：干せます

　　　　　△：ご在宅であれば干せます

工事用ポスト

工事用掲示板

チラシ

お住いの
皆様

工事用ﾎﾟｽﾄ

電話・FAX
Eメール

ご意見･ご質問

ご意見･ご質問

迅速対応！

配布・掲示

配布・掲示

対応・返答

対応・返答

ご意見･ご要望･ｱﾝｹｰﾄ

工事期間中のお知らせ

59



作業時間は、午前8：00から
午後1７：３0までとなります。
(準備・片付け含む)日曜･祝日
は原則として作業はおこない
ません。
ただし、天候不良で日程が
遅れた場合や、皆様のご在宅
が必要な作業で日曜・祝日を
希望される方がいらっしゃる
場合は作業をおこなわさせて
頂きます。
また、当日作業内容を変更
する場合は、
工事用掲示板にてお知らせ
致します。

朝礼・作業開始

作業・打合せ

掲示版の更新
チラシの配布等

作業終了
片付・清掃・施錠

8：00

15：00

1７：３0

作業時間と作業休日
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洗濯物の制限
工事に伴い、バルコニー内の洗濯物に制限が発生します。
主に、バルコニー内の壁面塗装、ウレタン防水時に約６日間（２回）
干せなくなります。
その他の工事に関しましても、干せる日・干せない日がありますので、工事用掲示板に
下記のような洗濯物情報を掲示します。
毎日のご確認をお願いします。
（※作業日午後４時頃に、翌日の情報へ更新します）

○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×
○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室 ○号室

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×

○・・・干せます
×・・・干せません
△・・・ご在宅の場合干せます。但し、一時的に干せなくなる場合がございます。

その場合、こちらからご連絡差し上げます。

工事は、上の階から下の階へ
と進んでいきますので、ご自宅
のバルコニー内で作業を行っ
てない時でも、上の階で作業
を行っている時は、洗濯物が
干せない場合があります。
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バルコニー内荷物のお片づけ
外部に設置の私物等
・手摺壁の外側にパラボラアンテナ等の仮設物を設置されて

いる場合は足場組立て工事までに取外しをお願いします。

網 戸
・サッシ廻りのｼｰﾘﾝｸﾞ工事の際に、取外しをお願いします。

植木鉢･物置･人工芝等
足場組立て後、現場代理人 にて、皆様のバルコ
ニー内の調査を実施し、お片づけ頂きたいものをチラ
シにてお知らせします。
工事期間中、バルコニー内は、エアコン室外機以外
につきましては、汚損の恐れがありますので、原則、
お部屋内にお片付け願います。

植木鉢 物置 人工芝
網戸の取外し方法

※出窓の網戸等、取外しが困難な場合は、現場代理人までご連絡
下さい。
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■エアコン室外機
工事に際し、壁・床面の作業スペースを確保する必要があります。

床面、壁面の補修の際、前後左右に３０

ｃｍ程度の移動が必要となります。

◎冷媒管に余裕があり、動かせる場合

は、工事施工に支障ありません。

×短くて動かせない室外機は撤去が必

要となる場合があります。（戸別協議）

左記の条件を充たした場合、架台

上げして床面の施工を行います。

足場組立て後、バルコニーの状況をエアコン室外機の設置

状況確認とあわせて現場代理人が調査をし、戸別に片付け

て頂きたいものについてのご連絡を差し上げます。

バルコニー内荷物のお片付けを含め、エアコン室外機の一

時撤去等、弊社でも請け賜っております。ご相談頂ければ

金額等のご提示を致します。

冷媒管カバーを取付けら

れているエアコンは移動

ができないため、冷媒管

カバーを一時撤去が必

要です。

バルコニー面へ足場組

立後、調査を実施し、個

別にご連絡させて頂きま

す。

冷媒管カバー
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足
場
組
立

バ
ル
コ
ニ
ー
内
荷
物
・外
壁
劣
化
調
査

下
地
補
修
・シ
ー
リ
ン
グ
打
替
・洗
浄
作
業

塗
装
工
事

防
水
工
事

各
種
検
査

戸
別
ア
ン
ケ
ー
ト
配
布

工
事
完
了

足
場
解
体

バルコニー内工事の流れ

作
業
員
が
バ
ル
コ
ニ
ー
内
に
立
入
ま
す
。

バ
ル
コ
ニ
ー
の
使
用
制
限
が
発
生
し
ま
す
。

バ
ル
コ
ニ
ー
の
使
用
制
限
が
発
生
し
ま
す
。

バ
ル
コ
ニ
ー
の
使
用
制
限
が
発
生
し
ま
す
。

手
直
し
工
事

手
直
し
工
事
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防犯意識の向上を心がけて下さい
通常、２階以上のお住いの皆様は、バルコニーや窓から人が侵入してくることは考え難いとお思いですが、

足場組立て後は、第３者が建物に登り易い状況となってしまいます。

工事期間中、特にお出かけの際は、鍵の施錠に心がけて下さい。また、作業時間中は、プライバシー保

護の為にも、レースカーテン等をお閉め下さい。

・サッシ用補助ロックを無料貸出し致します。

サッシ用補助ロックを

無料で貸し出します。

足場組立て前にチラ

シ等で募集致します。

・防犯ライトの設置を計画しています。
建物周辺で、足場が

仮設されることで暗く

なる場所に設置する

予定です。

（不法侵入者への威

嚇効果）

・足場の１階に出入口扉を設置します。

錠を設け、作業終了時に施錠を

行ないます。
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★高圧洗浄工事の時に

★騒音が発生します

サッシ下部には、結露水

を外部へ排水する小さな穴

が開いています。

万が一、ここから洗浄水が

浸入する可能性があります

ので、お手数ですがご協力

をお願いします。

足場の壁つなぎの打込みや

下地補修工事のハツリ作業の

際に、電動工具を使用します。

この時に、振動と騒音が発

生しますので、ご理解をお願

いします。

また、下地補修におきまして

は、建物の悪いところを直して

いると認識して頂ければと思

います。

★玄関廻り・廊下作業の時に
玄関廻りで作業を行う場合、

インターホンにてお知らせ致

します。

また、廊下の通行制限等が

発生する場合がありますが、

事前にチラシにてお知らせ致

します。

尚、施工直後は施工箇所

への接触にご注意下さい。衣

服へ付着した場合、落ちない

場合がございます。
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★換気をして下さい

工事の使用材料（特に防水材）に、一部シン

ナーを使用するものがあります。お部屋の換気に

心がけて下さい。

尚、バルコニーの塗装工事の際は、ビニールで

サッシを覆ってしまいますので、サッシの開閉が

できなくなります。

★その他の注意事項
１）工事に関してのご質問・ご依頼等は、全て現場代理人

までお申し付け下さい。

２）工事により、人や施設に傷害・事故が発生しましたら、

どんな小さなことでも、現場代理人までご連絡下さい。

３）今回、弊社が請け賜っています工事は、建物外部の工

事です。弊社では、内装工事等の訪問営業は一切行って

おりません。工事関係者に装った訪問営業にはご注意下

さい。

４）工事用掲示板の洗濯物情報で干せない日にも関わら

ず、洗濯物が干してある場合、このバルコニーだけ作業が

できない訳ではありません。周辺の作業全てができなくな

り、工事全体の遅れにつながりますので、弊社にて、洗濯

物をビニール袋詰めさせて頂く場合がございます。
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Ⅵ．令和3年度大規模修繕工事の実施に
伴う国土交通省資料について
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超高層マンションにおける大規模修繕工事と施工業者の取組状況
・・・・・・・・・国土交通省

マンション大規模修繕工事の発注先の選定方法について・・・
・・・・・・国土交通省
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２．マンション大規模修繕工事について
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Ⅶ. 附則事項
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ご清聴ありがとうございました。

一般社団法人広島県マンション管理士会
「無料相談会」を開催しています。

お問い合わせ０８２－２２８－６５８１

本資料作成に当たり参考とした文献等
令和3年度マンション実態調査等 国土交通省ＨＰ他
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